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定   款 

 

第１章 総則 

第１条（名称) 
  当法人は，一般社団法人日本生理学会と称する。 
 
第２条（主たる事務所の所在地） 
  当法人は，主たる事務所を東京都文京区に置く。 
 
第３条（目的） 
  当法人は，生理学に関する学術の進歩発展をはかり，日本国民の

健康増進の充実に寄与することを目的とする。 
 
第４条（事業） 
  当法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行なう。 
  （１）生理学の調査研究に関する会員間の情報交流 
  （２）生理学に関する調査研究の奨励並びに顕彰 
  （３）生理学に関する一般国民に対する啓発普及 
  （４）海外の学会との連絡及び交流 
  （５）機関誌及びその他の刊行物の発行 
  （６）書籍の編集及び出版 
  （７）セミナーの開催 
  （８）前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 
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第４章 役員 

第１８条（員数） 
 当法人に次の役員を置く。 
  （１）理事 
     ５名以上４０名以内 
  （２）監事 
     ２名以上５名以内 
２ 理事のうち，１名を会長とする。また，理事のうち５名までを副

会長とすることができる。 
３ 会長は一般法人法上の代表理事とする。 
 
第１９条（選任等） 
  理事及び監事は，社員総会の決議によって正会員の中から選任す

る。 
２ 会長及び副会長は，理事会の決議によって理事の中から選任する。 

 
第２０条（理事の職務権限） 

  会長は，当法人を代表し，その業務を執行する。 

２ 副会長は会長を補佐し，当法人の業務を分担執行する。 

３ 会長，副会長は，毎事業年度毎に４か月を超える間隔で２回以上，

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
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